令和8年度

静岡大学　インキュベーション施設（浜松キャンパス）

入居者募集要項
1．施設の目的　 本施設は、大学の技術シーズ、知見などを活用し、大学発ベンチャーの起業および地域中小企業への技術移転により、産学官連携の強化、地域産業技術の高度化、中小企業における新事業展開・新事業創出を目指す事を目的としています。

2．施設の概要 

 (1)　名　 称   静岡大学インキュベーション施設

 (2)  内　 容   学内研究・技術シーズを事業化するための準備施設
               当施設では、研究活用支援部門の専任教員およびスタッフにより支援（マーケティング・起業・金融・販路開拓等）を行います。
 (3)  場   所   イノベーション社会連携推進機構内（浜松キャンパス）

（4) 入居期間　 原則１年間（令和8年4月～令和9年3月）
　　　　　　　　但し、毎年度の入居審査結果によっては最長３年間の継続利用は可能。

（5）居　　室　 公募居室：計１４室
　　　　　　　　・ 実験室タイプ　９室
　　　　　　　　［広さ］　４０㎡

　　　　　　　　［設備］　給排水、電気、空調、ドラフトチャンバー（６室）

　　　　　　    ・ オフィスタイプ　５室
　　　　　　　　［広さ］　２１㎡

　　　　　　　　［設備］　給排水、電気、空調

（6）通信設備　 ・　ネットワーク回線

　　　　　　　　　　学内ネットワーク　イノベーション社会連携推進機構支線管理者まで
　　　　　　　　　　利用者から各々ご相談下さい。

· 電話回線

    学内回線と国内外線の通話が可能です。

　（起業後は国内外線の通話はできません。）

　　　　　　　　　(7) 賃   料  　無　料　※但し、電気・ガス・水道・敷設通信料については自己負担
3．応募要領
  (1) 対象者　　本施設の目的に則す以下のいずれか条件を満たす方

　　　　　　　①　起業を検討する学内の教職員、学生

2 地域の中小企業と共同で新事業を起こす教職員、学生　
· 但し、学生の場合は①・②ともに研究室担当教員が使用責任者になって
いただきます。
(2) 応募必要書類「施設利用申請書」に記入・押印の上、別途、事業化する予定の研究内容
に関する資料（ワード：Ａ４サイズ２枚以内）を提出していただきます。
　既に起業されている方は、事業内容に関する資料を添付して下さい。

　　　　　　　　　
　　

(3) 入居審査    令和8年2月下旬（予定）に入居審査会を開催します。

新規入居希望の方は、研究・技術内容と事業化方針について、15分のプレゼンをしていただきます(予定)。
詳細については追って申請者に連絡します。

(4) 環境保全　 以下に該当する実験等において、浜松キャンパス安全管理マニュアルの環境基準に抵触すると判断されるものは使用できません。
　　　　　 ・　環境基準（大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・悪臭に関する事項）を越えると判断されるもの
· 動物実験

· 火薬類及び自然発火物等の使用

· 第１種特定化学物質の使用

· 周囲の環境保全に影響を及ぼす可能性があるもの

(5) 募集スケジュール


4.本件に関する問い合わせ先


【申請書等提出先】


　静岡大学　イノベーション社会連携推進機構　産学連携推進部門


  　　　　　コーディネータ　鈴木俊充


 　　　　 　 E-mail:sangakucd@adb.shizuoka.ac.jp





公募期間　　令和7年12月1日(月)～令和8年1月31日(土)


入居審査会　　令和8年2月下旬（予定）


入居決定　　令和8年3月上旬（審査会終了後、個別に連絡）


入居開始　　原則として令和8年4月1日以降





イノベーション社会連携推進機構　


産学連携推進部門 部門長・コーディネータ　鈴木俊充  


E-mail：sangakucd@adb.shizuoka.ac.jp


Tel：053-478-1713（内線：1713）








